
令和７年３月１１日 

     教 育 指 導 課 

 

 

区立学校教職員の服務事故に伴う処分について 

 

 

区立学校教職員の服務事故について、東京都教育委員会より処分の発令があ

ったので報告する。 

 

                 記 

 

１ 教職員に関する事項 

（１）氏  名   持田 朋子（もちだ ともこ） 

（２）学 校 名   世田谷区立喜多見中学校 

（３）職  名   主任養護教諭 

（４）年  齢   ５４歳 

（５）処分内容   懲戒免職 

（６）発令年月日  令和７年３月５日 

（７）処分理由   令和６年８月１６日、店舗において、ブレスレットを窃

取するなどした。 

  

２ 学校の対応 

  令和７年３月８日（土）に保護者会（全校）を開催し本件の報告を行った。 


